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放課後等デイサービス等を利用する児童が新型コロナウイルスの影響で事業所

を欠席する場合の取扱いについて（通知） 

 

平素は、本市の障害福祉行政の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、このたび、別添のとおり、厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉

課より、令和２年２月 20日事務連絡通知「新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第２報）」、及

び令和２年２月 28日付け事務連絡通知「新型コロナウイルス感染症予防のため

の学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について

（その３）」が示されました。 

つきましては、標記の件について、別紙のとおりとなりますので、ご確認の上

ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

さいたま市保健福祉局福祉部 

障害支援課自立支援給付係     

TEL048-829-1305 

FAX048-829-1981                    

e-mail shogai-shien@city.saitama.lg.jp 

管理者 様 
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１、対象サービス 

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等 

デイサービス 

 

２、対象児童 

新型コロナウイルス感染症を予防するため保護者から欠席の連絡を受けた 

児童 

 

３、報酬算定について 

  保護者から事業所に新型コロナウイルス感染症の予防のため欠席の連絡が 

あり、欠席した日に事業所が居宅への訪問、電話等で児童の健康管理や相談 

支援などの可能な範囲での支援の提供を行った場合、加算を含めた報酬の算 

定を可能とする。 

 ただし、実績を伴った場合に算定できる「送迎加算」「食事提供加算」「欠 

席時対応加算」等については算定できない。 

  なお、欠席した場合の支援内容について、個別支援計画に定め、あらかじ 

め保護者に対し丁寧な説明を行うこと。また、欠席時に支援を行った場合 

は、通常どおりの利用者負担額が発生することも説明し、保護者から同意を 

得ること。 

 

４、支援内容の記録について 

  欠席した日に居宅への訪問、電話等で支援を行った場合は、サービス提供 

記録に支援内容等を記録すること。 

また、国保連請求の際は、実績記録票の備考欄に支援内容を簡潔に入力し

たうえで請求すること。 

（例）電話連絡による支援 ／ 訪問による支援  等 

 

５、月の支給量について 

  欠席した日に支援を行った場合は、月の支給量を超えて支援は行えない。 

 

６、保育所等訪問支援について 

  訪問先が休業している場合は、従前から保育所等訪問支援を実施していた 

児童に限り、前月の利用回数を限度として、居宅等において健康管理や相談 

支援等のできる限りの支援の提供を行ったものについて、報酬の算定を可能 

とする。 

なお、新型コロナウイルス感染症を予防するため、保護者から居宅への訪 

 問を断られた場合は、電話等による支援も可能とする。 

 

 

（別紙） 



 

 

７、その他 

（１）本取扱いについては、本通知発出日以降の暫定的な対応とします。 

（２）本取扱いの対象者は、さいたま市で支給決定を受けている利用者に限り 

ます。 


